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最終改正 令和 ８年 ３月２７日 

 （趣旨） 

第１条 国立大学法人和歌山大学において調達する教育・研究用機器等及び事務用機器等の

機種選定については、この規程の定めるところによりその都度機種選定委員会（以下「委

員会」という。）を設け物品調達の適正化を図るものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、予定される価格が１件５００万円以上のものを対象として機種選定を行

い、機種選定理由書（別紙様式１）により物品を購入する学部等、基幹、機構、附属機関及

び事務局（以下、「部局」という。）の長に答申し、契約担当役に提出する。 

 （組織） 

第３条 委員会は、別表に定める委員をもつて構成する。 

 （委嘱） 

第４条 委員は、別紙様式２により、当該部局長が委嘱する。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

 （事務処理） 

第６条 委員会に関する事務は、予算配当部局において処理する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５９年１１月２７日から施行する。 

   附 則（平成元年３月３日一部改正） 

 この改正規程は、平成元年３月３日から施行する。 

   附 則（平成元年７月７日一部改正） 

 この改正規程は、平成元年８月１日から施行する。 

   附 則（平成７年３月２７日一部改正） 

 この改正規程は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成７年９月２２日一部改正） 

 この改正規程は、平成７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成９年６月５日一部改正） 

 この改正規程は、平成９年６月５日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１０年４月１日一部改正） 

 この改正規程は、平成１０年４月９日から施行する。 

   附 則（平成１１年４月１日一部改正） 

 この改正規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１２年４月２１日一部改正） 

 この改正規程は、平成１２年４月２１日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１３年３月３０日一部改正） 

 この改正規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年４月２１日一部改正） 
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 この改正規程は、平成１５年４月２１日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１６年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１３３号） 

 この改正要項は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第４１２号） 

 この改正要項は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年５月１０日一部改正：法人和歌山大学規程第５２１号） 

 この改正要項は、平成１８年５月１０日から施行し、平成１８年４月２８日から適用する。 

   附 則（平成１９年６月１日一部改正：法人和歌山大学規程第６４３号） 

 この改正要項は、平成１９年６月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年１１月１日一部改正：法人和歌山大学規程第６９３号） 

 この改正要項は、平成１９年１１月１日から施行し、平成１９年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７７２号） 

 この改正要項は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１０６９号） 

 この改正要項は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第１２８５号） 
 この改正要項は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第１５０６号） 
 この改正要項は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１７９４号） 
この改正要項は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第２１５２号） 
この改正要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２５６９号） 
この改正要項は、令和５年４月１日から施行する。 
  附 則（令和８年３月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第２９０６号） 
この改正要項は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表 

機器別 対象金額 委員数 委員の構成組織 

教育・研

究用機器

等 

500万円以上

1,000万円未

満 

３名以上 （イ） 当該物品を使用することが予定され

ている者１名以上 

（ロ） 予算配当部局の事務を所掌する課長

若しくは参事役又は副課長、主幹、学

務課各学部分室長若しくは専門員 

（ハ） 上記以外の者で当該物品について専

門的な知識を有すると認められる者 

上記（イ、ロ）又は（イ、ロ、ハ）で構成 

1,000万円以

上 

４名以上 同上 

事務用機

器等 

500万円以上

1,000万円未

満 

３名以上 （イ） 当該物品を主として使用する部課等

の長又は使用責任者１名以上 

（ロ） 予算配当部局の事務を所掌する課長

若しくは参事役又は副課長、主幹、学

務課各学部分室長若しくは専門員 

（ハ） 上記以外の者で当該物品について専

門的な知識を有すると認められる者 

上記（イ、ロ）又は（イ、ロ、ハ）で構成 

1,000万円以

上 

４名以上 同上 
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別紙様式１ 

機種選定理由書 

  年  月  日 

 部局長  

                        機種選定委員会 

                        委員長           

１ 品目 

２ 規格等 

３ 数量 

４ メーカー名 

５ 選定理由（記入例） 

 （１） 使用場所及び使用目的 

 （２） 品質、性能、特許等について他社又は他製品との比較 

 

 

 

別紙様式２ 

機種選定委員委嘱簿 

  年  月  日 

  

国立大学法人和歌山大学調達物品機種選定委員会要項第４条により、機種選定委員を次のと

おり委嘱する。 

                        部局名               

                        部局長               

 

委嘱事項 

職 名 ・ 氏 名 

 

 

 

 

事項 品名 

 

 

の機種選定 

委 嘱 年 月 日       年   月   日 

備 考 
  

 


